
 

第５７号議案 

 

 

   府中市長及び府中市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ６ 年 ６ 月１９日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

 職員の非違行為について、市長及び副市長の責任を重く受け止め、自ら給料を

減額するものであります。 
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   府中市長及び府中市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の 

   一部を改正する条例 

 

 府中市長及び府中市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例（令和６年６

月府中市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「府中市長及び府中市教育委員会教育長」を「府中市長等」に改める。 

第１条中「１００分の１０」を「１００分の２０」に改める。 

第２条の次に次の１条を加える。 

（副市長の給料の特例） 

第３条 都市整備部に関する事務を所掌する副市長に対して支給する令和６年７

月分の給料の月額は、府中市長、副市長及び常勤監査委員の給与及び旅費支給

条例第２条の規定にかかわらず、同条例別表第１に掲げる給料月額から当該給

料月額の１００分の１０に相当する額を減じた額とする。ただし、同条例第４

条第２項に規定する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額については、同

条例第２条に規定する額とする。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



参 考 

府中市長及び府中市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例新旧対照（抜粋） 

（   は、改正部分） 
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新 旧 

   府中市長等の給料の特例に関する条例 

 

   府中市長及び府中市教育委員会教育長の給料 

の特例に関する条例 

 

（府中市長の給料の特例）  （府中市長の給料の特例） 

第１条 府中市長に対して支給する令和６年７月分の給料

の月額は、府中市長、副市長及び常勤監査委員の給与及

び旅費支給条例（昭和２９年６月府中市条例第２６号）

第２条の規定にかかわらず、同条例別表第１に掲げる給

料月額から当該給料月額の１００分の２０に相当する額

を減じた額とする。ただし、同条例第４条第２項に規定

する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額について

は、同条例第２条に規定する額とする。 

第１条 府中市長に対して支給する令和６年７月分の給料

の月額は、府中市長、副市長及び常勤監査委員の給与及

び旅費支給条例（昭和２９年６月府中市条例第２６号）

第２条の規定にかかわらず、同条例別表第１に掲げる給

料月額から当該給料月額の１００分の１０に相当する額

を減じた額とする。ただし、同条例第４条第２項に規定

する退職手当の額の算定の基礎となる給料月額について

は、同条例第２条に規定する額とする。 

（副市長の給料の特例） 

第３条 都市整備部に関する事務を所掌する副市長に対し

て支給する令和６年７月分の給料の月額は、府中市長、

副市長及び常勤監査委員の給与及び旅費支給条例第２条

の規定にかかわらず、同条例別表第１に掲げる給料月額

から当該給料月額の１００分の１０に相当する額を減じ

た額とする。ただし、同条例第４条第２項に規定する退

職手当の額の算定の基礎となる給料月額については、同

条例第２条に規定する額とする。 

（追 加） 
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新 旧 

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


